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│
│
近
江
国
滋
賀
郡
本
堅
田
村
役
人
を
事
例
と
し
て
│
│

孫

菁

は

じ

め

に

江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
地
方
の
百
姓
が
支
配
権
力
に
公
的
に
紛
争
の
裁
定
を
求
め
る
場
合
は
、
権
力
の
所
在
地
で
あ
る
大
都
市
に
出

向
く
必
要
が
あ
り
、
い
わ
ば
訴
訟
の
た
め
の
江
戸
出
府
が
行
わ
れ
た
。
訴
訟
に
か
か
っ
て
い
る
時
、
訴
訟
当
事
者
は
幕
府
が
指
定
し
た
公

事
宿
に
泊
ま
り
、
審
判
機
関
が
呼
び
出
す
ま
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
訴
訟
当
事
者
は
長
期
間
江
戸
に
滞
在
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
訴
訟
の
た
め
に
心
身
苦
労
し
、
毎
日
奔
走
し
非
日
常
的
な
生
活
を
送
っ
た
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
江
戸
出
府
を
�
旅
�
の

ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
公
用
の
旅
で
の
長
期
滞
在
は
観
光
目
的
で
の
滞
在
と
異
な
る
特
質
が
見
え
る
は
ず
で
あ
る
。

筆
者
は
、
村
役
人
の
江
戸
滞
在
期
間
中
の
行
動
を
便
宜
的
に
公
私
に
分
け
、
江
戸
に
い
る
間
の
、
①
裁
判
機
関
で
あ
る
勘
定
奉
行
所
に

出
頭
す
る
こ
と
、
②
藩
の
江
戸
屋
敷
の
藩
役
人
と
交
流
す
る
こ
と
、
③
公
事
宿
・
公
事
師
並
び
に
訴
訟
の
た
め
に
接
す
る
人
と
の
交
際
を

「
公
的
な
行
動
」
と
定
義
し
、
訴
訟
と
の
関
係
が
な
い
人
と
の
付
合
い
、
見
物
、
食
事
、
娯
楽
を
「
私
的
な
生
活
」
と
す
る
。
要
人
の
交

際
と
江
戸
の
見
物
は
、
公
用
の
旅
に
お
い
て
不
可
欠
な
要
素
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
公
的
な
行
動
は
ど
の
よ
う
に
し
て
江
戸
見
物
の
軌

跡
に
影
響
を
与
え
る
の
か
、
一
般
的
な
旅
人
が
あ
ま
り
経
験
し
て
い
な
い
江
戸
見
物
な
の
か
ど
う
か
を
検
証
し
た
い
。
ま
た
、
大
都
市
の

二
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す
べ
て
に
好
奇
心
を
刺
激
さ
れ
、
加
え
て
訴
訟
の
長
期
化
と
効
率
の
悪
さ
に
心
労
し
、
公
務
の
間
を
縫
っ
て
精
力
的
に
名
所
め
ぐ
り
を
す

る
、
従
来
の
研
究
と
は
異
な
る
江
戸
出
訴
人
像
を
見
出
す
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
す
る
。

一
章

先
行
研
究

１

江
戸
を
訪
ね
る
一
般
的
な
旅
人

江
戸
に
来
る
理
由
は
様
々
で
あ
っ
た
が
、
今
ま
で
の
研
究
は
概
し
て
江
戸
を
通
過
点
と
す
る
短
期
滞
在
者
と
、
強
制
的
に
江
戸
に
来
ざ

る
を
得
な
い
長
期
滞
在
者
と
整
理
さ
れ
る
⑴
。
短
期
滞
在
者
は
、
多
く
東
北
か
ら
来
た
伊
勢
参
宮
者
で
あ
り
、
途
中
で
江
戸
に
二
〜
四
日

を
泊
る
「
立
ち
寄
り
型
」
と
言
わ
れ
る
⑵
。
そ
の
江
戸
に
お
け
る
行
動
ル
ー
ト
と
し
て
は
、
最
初
に
深
川
・
亀
戸
に
上
陸
し
、
両
国
橋
の

馬
喰
町
⑶
に
宿
泊
す
る
。
滞
在
期
間
中
に
両
国
橋
│
浅
草
│
上
野
│
大
名
小
路
│
芝
な
ど
を
回
り
、
品
川
よ
り
江
戸
を
離
れ
る
際
に
泉
岳

寺
・
東
海
寺
を
参
詣
す
る
と
い
う
よ
う
な
順
番
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ト
の
逆
方
向
も
存
在
す
る
が
、
方
角
と
言
え
ば
、
江
戸
城
の
北
・
東

・
南
方
面
で
あ
る
【
図
１
】。
必
ず
と
い
っ
て
も
良
い
ほ
ど
訪
ね
る
場
所
は
浅
草
寺
、
上
野
、
湯
島
、
神
田
明
神
、
亀
戸
天
神
、
愛
宕
山
、

泉
岳
寺
な
ど
で
あ
る
⑷
。
短
期
間
で
江
戸
の
主
要
観
光
地
を
踏
破
す
る
に
は
案
内
人
無
し
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
旅
人
は

案
内
人
が
主
導
す
る
パ
ッ
ク
ツ
ア
ー
の
形
式
で
一
通
り
見
物
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
伊
勢
参
詣
者
以
外
の
短
期
滞
在
者
は
江
戸
の
近
国
か

ら
来
た
旅
人
が
一
例
で
、
広
小
路
に
買
い
物
、
京
極
家
金
毘
羅
に
参
詣
す
る
な
ど
特
定
の
目
的
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
⑸
。
近
国
の
旅
人
に

関
し
て
は
、
旅
日
記
が
極
め
て
稀
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
般
化
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
立
ち
寄
り
型
」
よ
り
江
戸
で
し

か
で
き
な
い
特
定
の
目
的
が
あ
り
、
且
つ
江
戸
に
関
す
る
地
理
情
報
が
詳
し
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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図 1 山本光正「諸国人にとっての江戸－寺社参詣者を中心として－」より引用
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２

長
期
滞
在
者
の
江
戸
見
物

長
期
滞
在
者
に
関
し
て
は
、
勤
番
武
士
の
生
態
を
分
析
す
る
研
究
が
主
体
で
あ
る
。
ま
ず
前
提
と
し
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
伊
勢
参
詣
の
旅
は
ほ
と
ん
ど
東
か
ら
西
へ
の
旅
で
あ
り
、
逆
に
西
か
ら
東
へ
の
旅
は
あ
ま
り
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
⑹
。

あ
る
と
し
た
ら
、
参
勤
交
代
や
訴
訟
な
ど
仕
方
な
く
江
戸
に
長
期
滞
在
す
る
人
び
と
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
旅
」
は
「
参
詣
」
を
意
味
す
る

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
長
期
滞
在
者
が
徐
々
に
疑
似
的
な
江
戸
市
民
と
し
て
の
生
活
を
送
り
、
江
戸
の
街
に
馴
染
ん
で
行
き
、

江
戸
に
到
着
し
た
ば
か
り
の
時
の
物
珍
し
さ
が
冷
静
な
態
度
に
変
わ
り
、
初
期
の
「
見
物
」
的
な
行
動
を
「
行
楽
」
に
変
え
て
い
っ
た
と

い
う
。
ま
た
、
西
か
ら
き
た
旅
人
は
最
初
江
戸
の
巨
大
さ
と
幕
府
権
威
の
顕
現
に
驚
き
を
覚
え
た
が
、
時
間
が
経
つ
ほ
ど
に
こ
の
衝
撃
が

淡
く
な
り
、
江
戸
の
見
ど
こ
ろ
は
あ
く
ま
で
盛
り
場
で
あ
り
、
寺
社
は
西
の
ほ
う
か
ら
真
似
し
た
も
の
と
い
う
西
優
越
感
を
持
つ
な
ど
、

東
西
を
比
較
す
る
傾
向
が
見
え
た
と
い
う
。

さ
て
勤
番
武
士
の
生
態
研
究
に
つ
い
て
は
、
原
史
彦
⑺
、
鈴
木
章
生
⑻
、
岩
淵
令
治
⑼
、
石
山
秀
和
⑽
の
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
ら
か
ら
特

に
勤
番
武
士
た
ち
の
江
戸
名
所
見
物
の
傾
向
を
整
理
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
全
体
的
に
勤
番
武
士
の
出
勤
日
は
少
な
く
、
暇
を

持
て
余
し
気
味
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
外
出
制
限
の
存
在
に
よ
り
時
間
や
範
囲
を
限
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
基
本
的
に

は
藩
邸
か
ら
近
い
「
生
活
圏
」⑾
の
中
で
買
い
物
や
芸
能
鑑
賞
な
ど
余
暇
を
過
ご
す
こ
と
が
多
い
。
②
藩
邸
か
ら
離
れ
た
名
所
を
訪
ね
る

場
合
は
、
縁
日
や
花
見
の
時
期
に
応
じ
て
、
開
帳
、
花
見
、
高
級
品
の
購
入
な
ど
普
段
に
で
き
な
い
行
動
を
一
箇
所
で
日
没
ま
で
行
う
。

③
短
期
滞
在
者
と
違
っ
て
、
彼
ら
は
季
節
行
事
に
応
じ
た
時
間
認
識
を
持
ち
、
案
内
人
が
提
示
し
た
コ
ー
ス
に
頼
ら
ず
、
明
確
な
目
的
に

基
づ
く
自
発
性
が
伺
え
る
。
④
一
回
の
訪
問
に
限
ら
ず
、
浅
草
・
上
野
・
両
国
・
芝
エ
リ
ア
に
重
ね
て
訪
ね
る
。
花
見
ど
き
に
名
所
を
訪

ね
、
外
出
が
和
歌
の
創
作
に
繋
が
る
点
に
は
勤
番
武
士
が
文
化
人
で
あ
る
こ
と
の
一
面
が
表
れ
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
し
た
遠
出
の
場
合

は
、
藩
士
同
士
た
ち
が
連
れ
立
つ
こ
と
が
多
い
。
外
出
制
限
に
よ
り
原
則
上
江
戸
を
出
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
幕
末
に
は
制
限

が
形
骸
化
し
、
横
浜
ま
で
訪
問
し
た
事
例
も
存
在
す
る
⑿
。
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３

江
戸
出
訴
事
例

長
期
滞
在
者
の
も
う
一
つ
の
形
態
と
し
て
、
村
役
人
の
江
戸
訴
訟
の
過
程
を
多
面
的
に
紹
介
し
た
高
橋
敏
の
『
江
戸
の
訴
訟
』⒀
が
あ

る
。
著
者
は
、
主
に
名
主
の
湯
山
家
が
所
蔵
す
る
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
か
ら
嘉
永
五
年
ま
で
の
出
府
一
件
に
関
す
る
日
記
と
諸
入
用

帳
を
取
り
上
げ
、
訴
訟
の
全
過
程
な
ら
び
に
訴
訟
費
用
調
達
の
困
難
さ
を
明
ら
か
に
し
た
。
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

嘉
永
三
年
、
荻
野
山
中
藩
領
の
駿
東
郡
御
宿
村
に
無
宿
者
の
殺
人
事
件
が
起
こ
っ
た
。
当
時
名
主
で
あ
っ
た
湯
山
吟
右
衛
門
が
江
戸
勘

定
奉
行
所
よ
り
吟
味
に
呼
び
出
さ
れ
出
府
し
た
。
吟
味
期
間
は
二
年
を
要
し
、
江
戸
で
の
滞
在
日
数
は
一
九
八
日
、
訴
訟
費
用
は
二
四
一

両
あ
ま
り
だ
っ
た
と
い
う
。
吟
右
衛
門
は
幕
府
が
指
定
し
た
公
事
宿
に
泊
ま
っ
た
。
馬
喰
町
二
丁
目
に
あ
る
公
事
宿
は
奉
行
所
に
近
く
、

北
へ
行
け
ば
浅
草
・
上
野
、
東
へ
行
け
ば
両
国
橋
・
深
川
・
亀
戸
と
、
名
所
め
ぐ
り
に
便
利
な
地
理
条
件
を
持
つ
場
所
で
あ
っ
た
。
吟
右

衛
門
の
江
戸
名
所
め
ぐ
り
を
【
表
１
】
に
ま
と
め
た
。
全
体
的
に
見
る
と
、
江
戸
城
の
東
方
面
、
東
海
道
沿
い
の
主
要
観
光
地
を
め
ぐ

り
、
西
方
面
に
は
山
王
権
現
と
平
川
天
神
に
参
詣
し
た
。
村
の
名
主
が
初
め
て
江
戸
に
行
っ
て
、
大
都
市
な
ら
で
は
の
名
所
・
芝
居
・
料

理
・
吉
原
な
ど
を
精
力
的
に
体
験
し
た
。
一
回
目
の
滞
在
中
、
吟
右
衛
門
が
奉
行
所
に
出
頭
し
た
の
は
わ
ず
か
十
三
日
で
あ
っ
た
。
当
時

は
初
め
て
の
経
験
で
訴
訟
に
疎
か
っ
た
た
め
に
、
江
戸
名
所
め
ぐ
り
に
さ
ん
ざ
ん
散
財
し
た
あ
げ
く
、
旅
費
を
使
い
切
っ
て
し
ま
い
そ
う

に
な
り
、
同
行
者
が
国
元
を
心
配
し
て
一
旦
帰
村
の
願
い
を
出
し
た
と
い
う
。

初
回
の
出
府
で
は
訴
訟
に
対
し
て
消
極
的
な
態
度
で
あ
っ
た
が
、
二
回
目
の
出
府
で
は
、
裁
判
を
う
ま
く
進
め
る
た
め
に
、
高
級
料
亭

を
利
用
し
て
要
人
た
ち
に
接
近
し
て
い
る
。
江
戸
で
有
名
な
高
級
料
亭
「
柳
橋
梅
川
」
と
「
両
国
青
柳
」
に
要
人
を
接
待
し
、
密
談
を
行

っ
た
。
酒
宴
の
続
き
は
お
互
い
贈
答
を
行
い
、
つ
ま
り
贈
賄
も
積
極
的
に
こ
な
し
た
と
い
う
。
と
も
あ
れ
、
吟
右
衛
門
に
と
っ
て
は
、
こ

の
と
き
初
め
て
大
江
戸
の
食
文
化
を
体
験
し
た
と
言
え
る
。
一
方
で
、
本
来
の
訴
訟
に
関
し
て
、
吟
右
衛
門
は
自
力
で
力
に
な
り
そ
う
な

人
脈
を
掴
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
関
し
て
高
橋
氏
は
、
公
事
宿
は
直
接
を
仲
介
は
し
な
か
っ
た
が
、
同
じ
く
訴
訟
を
抱
え
た
同
宿
の
者
た
ち

に
交
流
の
場
と
し
て
働
い
た
と
論
じ
た
。
裁
判
が
終
わ
り
帰
村
後
、
訴
訟
に
か
か
っ
た
膨
大
な
費
用
が
な
か
な
か
調
達
で
き
ず
、
吟
右
衛
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門
が
大
半
（
二
四
一
両
中
の
一
三
二
両
）
を
負
担
す

る
羽
目
に
な
っ
た
と
い
う
。

御
宿
村
の
事
例
に
似
た
も
の
と
し
て
、
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）
に
山
論
訴
訟
の
た
め
に
出
府
し
た
信

州
筑
摩
郡
田
沢
村
組
頭
宮
下
伴
右
衛
門
の
事
例
が
あ

る
⒁
。
宿
泊
地
も
同
じ
く
予
め
指
定
さ
れ
た
馬
喰
町

の
公
事
宿
で
あ
り
、
滞
在
期
は
三
ヶ
月
で
あ
る
。
そ

の
な
か
で
寺
社
参
詣
や
行
楽
に
出
か
け
た
日
は
十
五

日
間
（
十
六
回
）、
奉
行
所
や
領
主
松
本
藩
松
平
丹

波
守
の
支
配
役
所
に
出
頭
し
た
の
は
八
日
間
で
あ

る
。
三
月
に
入
っ
て
内
済
の
示
談
が
難
航
し
て
い
る

時
期
に
、
伴
右
衛
門
は
何
度
も
日
延
願
を
出
し
、
そ

の
間
に
様
々
な
見
物
を
行
い
、
四
月
に
は
江
戸
か
ら

出
て
江
ノ
島
・
鎌
倉
を
見
物
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

伴
右
衛
門
の
名
所
め
ぐ
り
に
は
、
内
済
の
破
談
を
狙

っ
た
、
訴
訟
に
消
極
的
な
彼
の
態
度
が
反
映
し
て
い
る
。
伴
右
衛
門
の
江
戸
で
の
出
か
け
先
一
覧
と
そ
の
足
跡
図
は
鈴
木
氏
の
論
文
で
確

認
出
来
る
が
、
名
所
め
ぐ
り
部
分
だ
け
を
抽
出
す
る
と
【
表
２
】
の
通
り
と
な
る
。
伴
右
衛
門
の
行
動
の
特
徴
は
、
①
行
動
の
軌
跡
が
は

っ
き
り
し
た
線
の
よ
う
に
宿
泊
地
を
中
心
と
し
、
周
縁
に
放
射
状
と
な
っ
て
い
る
、
②
一
日
に
複
数
の
場
所
を
廻
る
、
③
江
ノ
島
・
鎌
倉

ま
で
の
小
旅
行
を
行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
彼
は
一
ヶ
所
の
エ
リ
ア
で
代
表
的
な
江
戸
名
所
を
見
物
し
て
お
り
、
自
分
の
興
味
に

表 1 湯山吟右衛門一回目の江戸滞在期間中の名所めぐり

日付 行き先

嘉永三年 3月 17日
3月 18日
3月 22日
3月 26日
4月 2日
4月 4日
4月 6日
4月 10日
4月 16日
4月 17日
4月 22日
4月 25日
5月 3日
5月 10日
5月 23日
5月 26日
6月 5日
6月 15日
6月 23日
7月 26日

江戸到着
浅草寺、上野不忍池、湯島天神、神田明神
両国芝居見、羅漢寺、栄螺堂、亀戸天満宮
猿若町で芝居見物
三囲稲荷社
回向院勧進大角力見物
浅草奥山で独楽見物
猿若町で狂言を楽しむ
三囲稲荷社、木母寺
増上寺
山王権現、平川天神
八丁堀の廻船問屋、鉄炮洲稲荷
谷中瑞輪寺、上野広小路伊勢屋
虎ノ門金比羅、泉岳寺
愛宕山
成田不動
有馬上屋敷水天宮
山王祭見物
両国花火見物
帰村

注）高橋敏『江戸の訴訟』より作成
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訴
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物

三
〇



基
づ
く
行
動
と
い
う
よ
り
も
案
内
人
が
主
導
し
た

パ
ッ
ク
ツ
ア
ー
の
よ
う
な
旅
で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
の
事
例
研
究
は
、
嘉
永
五
年
（
一
八

五
二
）
か
ら
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
六
ヵ
年

に
わ
た
る
大
原
幽
学
と
そ
の
門
人
、
い
わ
ゆ
る
性

学
運
動
を
裁
決
す
る
江
戸
訴
訟
で
あ
る
⒂
。
江
戸

滞
在
日
数
は
七
〇
二
日
で
あ
っ
た
が
、
勘
定
奉
行

の
白
洲
で
の
吟
味
は
た
っ
た
の
六
日
、
総
額
金
一

五
〇
〇
両
を
費
や
し
た
と
い
う
。
江
戸
訴
訟
の
効

率
の
悪
さ
と
関
係
者
が
江
戸
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い

苦
悩
が
伺
え
る
。
訴
訟
費
用
を
節
約
す
る
た
め

に
、
幽
学
と
門
人
た
ち
は
公
事
宿
に
泊
ま
ら
ず
、

町
の
借
家
で
自
炊
生
活
を
送
っ
た
。
さ
ら
に
差
添

人
を
知
人
に
頼
ん
で
、
臨
時
の
頼
人
と
い
う
方
法

で
簡
略
化
し
た
。
こ
の
よ
う
な
費
用
を
抑
え
る
努

力
を
し
て
も
、
訴
訟
の
長
期
化
に
よ
っ
て
費
用
が

膨
大
と
な
り
、
借
金
や
日
雇
・
奉
公
を
す
る
ま
で

し
て
生
活
費
を
稼
い
で
、
改
心
楼
⒃
で
修
行
者
の

よ
う
な
生
活
を
送
っ
た
と
い
う
。

表 2 宮下伴右衛門江戸滞在期間中の名所めぐり

日付 行き先

文政六年 2月 12日 江戸到着
2月 14日 浅草参詣
2月 22日 品川、目黒不動、泉岳寺
2月 27日 山王権現
3月 1日 浅草参詣
3月 3日 大名登城拝見、吉原見物
3月 3日 永代橋、深川八幡宮、三十三間堂、寿崎弁天宮、五百羅漢、亀戸

天神宮、梅屋敷、吾妻権現宮、見めぐり稲荷宮、梅若木保寺、浅
草寺

3月 8日 虎ノ門、愛宕山、増上寺、芝神明宮、御浜御殿、つきじ門跡、八
丁堀稲荷

3月 11日 水戸百軒長屋、小石川伝通院、音和町五国寺、ぞうしがや鬼子
神、目白不動、赤木明神、その外所々

3月 17日 浅草寺三社権現
3月 19日 かんのう寺、日ぐらし、どうくわん山、あすか山、王子稲荷、王

子権現、駒込富士権現、吉祥寺、目赤不動、祢す権現
3月 28日 東叡山御国院御開帳
4月 11日 吹矢町芝居見物
4月 14日 品川、大師川原、なか川宿泊り
4月 15日 保土ヶ谷宿、鎌倉道、鎌倉古跡、ゑのしま泊り
4月 16日 ゑの島、藤沢宿、藤沢寺、〔七ツ〕江戸馬喰町帰る

注）鈴木章生「近世後期における江戸名所めぐりの諸相」より作成
地名の表記は史料記載のままとした
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前
述
の
事
例
と
違
っ
て
、
幽
学
の
事
例
で
は
訴
訟
人
が
江
戸
で
の
観
光
を
全
く
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
賄
賂
を
一
切
行
わ
な
か
っ
た
と

い
う
点
で
特
異
な
事
例
で
あ
る
と
言
え
る
。

上
記
の
事
例
か
ら
見
れ
ば
、
江
戸
出
訴
人
が
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
が
長
く
、
訴
訟
の
長
期
化
に
陥
る
と
い
う
状
況
が
不
可

避
で
あ
る
。
訴
訟
の
合
間
を
縫
っ
て
余
暇
を
と
る
行
為
は
、
非
効
率
的
な
訴
訟
に
た
い
す
る
一
時
的
な
逃
避
、
消
極
的
な
抵
抗
と
も
言
え

る
。
出
訴
人
は
江
戸
の
道
筋
に
疎
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
自
発
的
に
江
戸
の
名
所
を
め
ぐ
る
よ
り
、
案
内
人
に
頼
り
、
決
め
た
コ
ー
ス
で
行

動
す
る
ほ
う
が
効
率
的
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
長
期
滞
在
者
と
は
言
え
、
案
内
人
が
主
導
す
る
短
期
滞
在
者
と
同
一
の
江
戸
見
物
コ
ー

ス
に
な
っ
て
い
る
。
鈴
木
氏
に
よ
る
と
、
宮
下
伴
右
衛
門
の
よ
う
な
出
訴
人
は
「
江
戸
を
地
理
的
に
区
分
し
地
域
エ
リ
ア
を
順
に
め
ぐ

る
」
と
い
う
行
動
様
式
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
勤
番
武
士
の
行
動
は
自
ら
の
興
味
や
知
識
に
基
づ
き
、
江
戸
の
行
事
や
季
節
見
物

な
ど
の
時
間
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
次
章
で
は
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
に
佐
野
藩
堀
田
摂
津
守
領
分
近
江
国
滋
賀
郡
本
堅
田
村
（
現
滋

賀
県
大
津
市
に
属
す
る
）
の
村
役
人
が
助
郷
役
免
除
を
願
い
出
る
た
め
に
江
戸
滞
在
し
た
際
の
体
験
を
公
私
の
両
側
か
ら
分
析
す
る
こ
と

と
す
る
。
周
知
の
通
り
、
村
役
人
は
江
戸
滞
在
期
間
中
公
費
を
使
用
で
き
た
た
め
に
、
金
銭
面
的
に
大
原
幽
学
一
門
の
よ
う
な
厳
し
い
制

限
が
な
か
っ
た
。
か
と
い
っ
て
、
快
く
一
般
の
旅
人
の
よ
う
に
江
戸
名
所
を
満
喫
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
事
例
で

は
藩
側
か
ら
有
力
な
支
援
が
得
ら
れ
た
た
め
、
わ
ず
か
二
十
七
日
間
で
決
着
が
つ
い
た
。
さ
ら
に
、
本
堅
田
村
役
人
た
ち
は
馬
喰
町
の
公

事
宿
に
泊
ま
ら
ず
、
本
堅
田
村
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
呉
服
屋
が
紹
介
し
た
料
理
屋
に
宿
泊
し
た
。
ま
た
、
江
戸
市
中
の
案
内
役
に
関
し

て
は
、
本
堅
田
村
役
人
た
ち
は
宿
屋
の
江
戸
案
内
を
受
け
つ
つ
、
さ
ら
に
呉
服
屋
と
藩
屋
敷
の
役
人
の
手
引
き
に
よ
っ
て
、
定
型
的
な
観

光
コ
ー
ス
か
ら
離
れ
た
行
動
が
出
来
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
本
堅
田
村
役
人
た
ち
の
江
戸
に
お
け
る
行
動
に
は
出
訴
人
と
勤
番
武
士
両

方
の
特
徴
が
表
わ
れ
る
と
い
う
仮
説
の
も
と
、
本
堅
田
村
訴
訟
の
進
展
に
合
わ
せ
、
役
人
た
ち
の
行
動
、
特
に
名
所
め
ぐ
り
、
余
暇
の
過
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ご
し
方
、
人
々
と
の
交
際
に
焦
点
を
置
い
て
、
出
訴
人
が
江
戸
滞
在
す
る
時
と
は
異
な
る
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

二
章

本
堅
田
村
役
人
の
江
戸
訴
訟
と
江
戸
め
ぐ
り

１

出
来
事
の
背
景
と
使
用
す
る
史
料
紹
介

幕
末
、
国
内
政
治
が
不
安
定
な
状
況
で
、
将
軍
の
頻
繁
な
上
洛
な
ど
に
よ
り
、
京
都
へ
人
や
物
の
流
れ
が
急
増
し
、
加
え
て
文
久
元
年

（
一
八
六
一
）
の
和
宮
降
嫁
で
、
東
海
道
大
津
宿
の
助
郷
村
に
課
せ
ら
れ
た
負
担
は
増
加
し
た
。
本
堅
田
村
は
過
去
、
助
郷
人
足
の
差
出

し
を
頻
繁
に
要
求
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
⒄
。
そ
う
し
た
な
か
、
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
二
月
に
本
堅
田
村
に
大
津
宿
の
助
郷
役
が
命

じ
ら
れ
た
た
め
、
同
年
三
月
に
、
本
堅
田
村
年
寄
錦
織
五
兵
衛
、
組
頭
郷
士
惣
代
木
村
保
三
郎
、
佐
野
藩
堅
田
領
⒅
大
庄
屋
辻
八
良
兵
衛

の
三
名
が
助
郷
役
免
除
を
願
い
出
る
た
め
に
江
戸
へ
出
発
し
た
。

一
行
は
、
三
月
四
日
に
本
堅
田
を
出
立
し
、
中
山
道
を
下
っ
て
、
三
月
十
七
日
に
江
戸
に
到
着
し
た
。
四
月
十
五
日
に
は
正
式
に
助
郷

免
除
の
許
可
が
幕
府
よ
り
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
嘆
願
成
就
後
は
、
訴
訟
に
か
か
わ
っ
た
人
物
た
ち
に
謝
礼
を
送
っ
て
お
礼
廻
り
し
た

り
、
江
戸
見
物
し
た
り
し
て
、
約
一
ヶ
月
間
江
戸
に
滞
在
し
た
。
そ
の
間
、
四
月
二
十
四
日
か
ら
五
月
四
日
ま
で
の
間
、
辻
・
木
村
の
二

人
は
佐
野
藩
の
陣
屋
が
所
在
す
る
佐
野
に
向
か
い
、
藩
主
で
あ
る
堀
田
正
頌
に
拝
謁
す
る
な
ど
別
行
動
を
取
っ
た
。
帰
国
は
慶
応
元
年

（
四
月
に
改
元
）
五
月
二
十
五
日
。
江
戸
滞
在
日
数
は
六
十
七
日
間
で
あ
り
、
実
際
に
訴
訟
に
か
か
っ
た
期
間
は
二
十
八
日
と
、
困
難
な

訴
訟
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

以
下
、
本
章
で
用
い
る
史
料
は
、
錦
織
が
江
戸
滞
在
中
に
書
き
留
め
た
日
記
「
東
武
日
記
」⒆
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
補
充
史
料
と
し

て
辻
八
良
兵
衛
の
出
府
か
ら
帰
還
ま
で
の
覚
書
で
あ
る
「
出
府
万
覚
書
」⒇
を
用
い
る
。「
出
府
万
覚
書
」
は
、
錦
織
の
日
記
と
比
べ
る
と

か
な
り
簡
潔
な
箇
条
書
き
の
形
を
取
っ
て
い
る
が
、
文
末
に
「
江
戸
表
御
屋
敷
献
上
並
御
家
中
土
産
物
扣
」
と
題
す
る
項
目
が
あ
り
、
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「
野
州
佐
野
御
家
中
土
産

口
々
」「
外
方
懇
意
之
口
々
」「
右
一
条
内
願
ニ
付
落
着
謝
物

口
々
」「
買
物

口
々
」
な
ど
の
区
分
に
従
っ

て
、
訴
訟
に
貢
献
し
た
人
脈
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
人
物
に
送
っ
た
謝
礼
物
を
一
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
二
つ
の
史
料
に
よ
っ

て
、
本
章
で
は
本
堅
田
村
役
人
た
ち
が
江
戸
で
い
か
に
人
間
関
係
を
結
び
、
行
動
し
た
の
か
、
そ
の
行
跡
を
分
析
し
た
い
。

２

村
役
人
の
江
戸
訴
訟
生
活
の
実
態

錦
織
た
ち
は
訴
訟
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
毎
日
外
出
し
て
様
々
な
人
物
と
接
触
し
た
。
一
行
が
江
戸
に
滞
在
し
て
い
る
期
間
の
軌
跡

を
日
付
順
に
【
表
３
】
に
ま
と
め
た
。
三
人
共
あ
る
程
度
明
確
に
役
割
を
分
担
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
錦
織
と
木
村
は
裁
判

の
た
め
に
行
動
を
共
に
す
る
場
合
が
多
い
が
、
辻
は
別
行
動
を
と
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
三
人
は
毎
日
佐
野
藩
の
江
戸
上
屋
鋪
に
参
上

し
、
辻
が
藩
側
の
人
間
関
係
を
お
も
に
受
け
持
っ
て
い
た
（
御
屋
敷
の
門
番
、
佐
野
藩
陣
屋
か
ら
来
た
役
人
な
ど
）。
錦
織
が
接
触
し
た

人
物
を
概
括
的
に
分
類
す
る
と
、
①
佐
野
藩
役
人
、
②
訴
訟
を
支
え
た
公
事
宿
と
公
事
師
、
③
訴
訟
に
助
力
し
う
る
人
脈
、
④
助
郷
役
免

除
歎
願
の
た
め
に
本
堅
田
村
隣
村
の
衣
川
村
か
ら
出
府
し
て
き
た
村
役
人
に
分
け
ら
れ
る
。

以
下
、
日
付
順
に
行
動
を
追
っ
て
み
る
。

三
月
十
七
日
江
戸
到
着
後
す
ぐ
、
佐
野
藩
江
戸
上
屋
敷
に
報
告
し
、
そ
の
後
岩
城
升
屋
21
に
挨
拶
し
た
。
初
日
の
夜
は
近
く
の
上
野
屋

に
泊
ま
っ
た
。
し
か
し
、
上
野
屋
は
「
一
夜
ノ
辛
抱
不
叶
相
困
リ
候
事
、
何
と
も
あ
し
き
旅
宿
也
」22
と
、
宿
の
質
が
気
に
入
ら
な
か
っ

た
よ
う
で
、
そ
の
翌
日
に
は
岩
城
升
屋
に
出
入
し
て
い
る
料
理
茶
屋
川
越
屋
に
移
っ
た
。

三
月
二
十
日
、
佐
野
藩
出
入
の
公
事
宿
23
で
あ
る
羽
生
屋
藤
兵
衛
24
の
手
代
ひ
と
り
が
挨
拶
に
き
た
。
そ
の
と
き
、
錦
織
は
「
当
度
一

条
宜
敷
願
面
本
紙
之
分
申
付
候
事
」
と
、
書
状
の
作
成
を
依
頼
し
た
。
三
月
二
十
八
日
に
は
、
錦
織
と
木
村
は
馬
喰
町
三
丁
目
左
側
に
あ

る
羽
生
屋
藤
兵
衛
宅
へ
相
談
に
行
っ
て
い
る
。

こ
の
間
、
三
月
二
十
六
日
、
錦
織
が
初
め
て
本
格
的
に
江
戸
見
物
に
出
た
。
行
き
先
は
ま
ず
江
戸
城
の
北
に
位
置
す
る
上
野
を
目
指
し
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表 3 錦織五兵衛らの江戸における行動
注）五＝錦織五兵衛、木＝木村保三郎、辻＝辻八良兵衛、表示していない項目は三人が

一緒に行動したことを意味する
日付 主な行き先 備考

公的な目的 私的な目的
元治二年
3月17日

藩屋敷－岩城升屋－上野屋惣助に
宿す

五兵衛・伊之助近辺の料理屋に酒
呑。但辻・木村には内緒

18日 岩城－【五・木】福嶋様方
川越屋文左衛門に宿す

19日 藩屋敷－藩役人宅
20日 藩屋敷－鈴林雄八宅
21日 【木】福嶋様方 【五】須原屋茂兵衛－霞ヶ関アキ

黒田侯御屋敷に見物
伊之助同行

22日 【五・木】奥野吉郎宅－神楽坂三
河屋新兵衛（料理や）小休－星野
宅、【辻】藩屋敷

23日 【五】藩屋敷へ殿樣献上品持参
【五・辻】両国橋を渡り、回向院
辺りの天野将曹宅

伊之助連れ
伊之助同行

24日 藩屋敷－【五・辻】牛込見付高木
宮内様御屋鋪

25日 【五・木】藩屋敷、【辻】岩城
26日 【辻】藩屋敷 【五・木】講武所御門前拝見通行

－湯嶌ノ天神へ参詣－東叡山寛永
寺へ参詣－不忍池－東本願寺浅草
御坊へ参詣－浅草寺へ参詣－向嶌
三囲稲荷社へ遊行－牛御前社へ参
詣－有明楼に酒宴－新吉原に周旋

岩城茂右衛門案内

27日 藩屋敷－牛込堀御駕町中川亮平方
－【五・木】奥野様

28日 【五・木】藩屋敷－羽生屋藤兵衛
宅－両国橋辺遊歴－藩屋敷－藩屋
敷内雄八殿宅に休息、【辻】藩屋
敷青木氏へ

29日 藩屋敷－【五・木】道中奉行所－
藩屋敷

奉行所へ藩役人付添

4月 1日【五・辻】平川天満宮社参－【辻】
藩屋敷－【辻】宗参寺組与力大井
秀之丞－【五・辻】溜池稲岡隼人
様宅

2日 【五・木】羽生屋－富沢町北側江
州霜降大黒屋－【木】藩屋 敷、
【辻】藩屋敷

3日 【木】藩屋敷、【五】寸伝殿
4日 【五】藩屋敷、【木】下タ町丁子屋

金右衛門、【辻】藩屋敷
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5日 【辻】藩屋敷 【五・辻】上野表参詣、寛永寺－
浄名院－不忍池

岩城茂右衛門・川越
屋文左衛門付添

6日 【五・木】藩屋敷－小日向奥野様
－中川亮平様－ゴミ阪・泰栄堂－
岩城

慶応元年
4月 7日

【五・木】牛込通寺町中川亮平様
方－市ヶ谷辺遊行、（亀岡）八幡
宮－尾州公御屋舗前通行－甲州街
道筋新宿遊行
【辻】藩屋敷
【五・木】丁子屋金左衛門宅

8日 【五・辻】宗参寺組与力大井秀之
丞－宗参寺へ詣ス－済松寺参詣
【五・木】丁子屋－四ツ谷御門外
尾州印御屋舗内法田藤右衛門面談

丁子屋・赤阪多七付
添

9日 【五・辻】平川天満宮社参－【五・
木】道中奉行所－藩屋敷

【五】山王権現宮社参－外桜田彦
根侯御門前－赤坂御門見付
【五】平川天満宮境内人形芝居見
物遊行ス

川文案内
川文小児三人連れ

10日 【五】神楽坂辺中川亮平宅

【辻】藩屋敷

【五】赤坂御門辺豊川稲荷社－京
極侯御屋鋪内金毘羅大権現－西ク
ボ愛宕山社－芝増上寺江拝礼－御
山内ニ茅野天満宮－御山内出世弁
財尊天社江拝礼－栄松亭並尾張屋
－西久保八幡宮江詣
【木】虎ノ門金毘羅参詣

川文殿五兵衛同逦ニ
テ遊歴

11日 【五】藩屋敷－【五・木】ヤゲン堀
辺骨継医名倉矢兵衛面会
【辻】高木様御屋敷

12日 【五・木】四ツ屋橋外法田氏 【五・辻】夜半町斗西ノ方左側ニ
噺ノ寄

川文同竜之助同行

13日 【五・辻】室町壱町目東入西村半
兵衛宅
【五】やげん堀名倉氏－大伝馬町
大丸

【辻】岩城髪結

14日 【五・辻】天満宮社参－【五】藩屋
敷

15日 【辻】平川天満宮別当竜眼寺ヨリ
護摩修行ニ付社参－藩屋敷
【五・木】御奉行所－藩屋敷－高
木様内加藤氏

16日 【五】四ツ屋橋外法田氏－泰栄堂
易者－宿－大井秀之丞家－奥野家
－中川家
【辻】平川天神－岩城

17日 【木】丁子屋－藩屋敷 【辻】東照大権現様御神忌御当日
ニ付芝増上寺並御霊屋内拝御参詣
【五】四ツ谷近辺髪結
【五・辻】平川天御神忌ニテ廿五
座ノ大神楽有之拝礼ス

加藤千馬喜同行
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18日 【五・木】福嶋様－【五】岩城
【辻】岩城－宿－岩城
【木】御屋舗（藩屋敷）より横尾
清様御息、中村三太夫様御息入
来、同逦シテ御遊行

19日 【五・木】四ツ谷外法田氏御屋敷
－【五】丁子屋－法田氏
【木】須田氏－奥野様

20日 【五】丁子屋－藩屋敷－羽生屋藤
兵衛－室町西村半兵衛
【五・木】小日向奥野様
【辻】藩屋敷
【木】御屋舗（藩屋敷）より横尾
清様御息、中村三太夫様御息入
来、三人御御暦御出まし

21日 【五】丁子屋－藩屋敷 【五】新吉原外添大揚茶屋亦大黒
屋等也
【木】夜前ノ遊び新宿行

岩城之案内茶屋

22日 【五・辻】中川亮平 【五・木・辻】藩屋敷－西ノ町万
長寄せ

川文小供二人付添

23日 【木】藩屋敷 【五】弓町観世太夫宅ニテ月並能
狂言

藩屋敷役人佐藤清之
丞ヨリ御誘い

24日 【五】岩城－麹町二町目－勧学屋
錦袋園店
【辻・木】佐野陣屋へ

川文同道

25日 【五】桜田御門より登城、【五】平
川天神社参－麴町五町目人形見世

岩城平七・高野老人
案内

26日 【五】旅宿ノ西ノ町万長ノ寄セ 川文息鉄之介同道
27日 【五】さや町佐殿方－鈴木町－西

本願寺御坊ニ参詣－外桜田大鍋侯
御屋敷御門－霞ヶ関黒田侯御屋舗
－京橋辺－岩城－麴町薬店

鉄之助引連レ

28日
29日 【五】牛込神楽阪（恐らく中川に

会う）、【辻・木】佐野から発足
晦日 【五】岩城
5月 1日【五】平川天神宮 【辻・木】日光
2日 【五】天満宮社参－丁子屋－刀屋

－岩城－万長宅
万長宅江鉄之助殿同
道

3日 丁子屋－赤坂目付外玉川稲荷社ノ
前ニテ将軍大調練を拝見

福嶋・丁子屋御供

4日 【辻・木】江戸着、【五・木】藩屋
敷

5日 【五】岩城－丁子屋、【木】藩屋敷
内御役人方

6日 【木】遊行
7日 【木】福嶋江追願一条ニ出頭
8日 【辻】岩城
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て
、
小
川
町
講
武
所
門
前
│
山
王
社

（
神
田
明
神
）
│
湯
島
天
神
│
東
叡
山

寛
永
寺
│
不
忍
池
の
順
番
で
廻
っ
た
。

続
い
て
、
浅
草
方
向
に
移
動
し
な
が

ら
、
東
本
願
寺
浅
草
御
坊
│
浅
草
寺
│

向
島
三
囲
稲
荷
│
牛
御
前
社
を
順
次
に

参
詣
し
た
。
次
に
は
小
船
で
隅
田
川
を

渡
り
、
西
岸
の
山
谷
の
辺
り
に
位
置
す

る
有
明
楼
と
い
う
料
亭
で
酒
宴
に
興
じ

た
後
、
夜
見
物
の
定
番
と
言
え
る
吉
原

へ
「
周
旋
」
し
、
夜
八
ツ
半
時
帰
宅
し

て
い
る
。

三
月
二
十
七
日
、
歎
願
を
相
談
す
る

た
め
に
中
川
亮
平
25
と
い
う
奉
行
所
の

関
係
者
に
面
会
す
る
必
要
が
あ
っ
た

が
、
先
立
っ
て
佐
野
藩
郡
奉
行
元
締
役

の
福
嶋
鋠
三
郎
26
に
面
会
の
手
配
を
願

い
出
て
い
る
。

三
月
二
十
九
日
、「
早
朝
よ
り
三
人

9日 【木・辻】殿様御茶ノ間
10日 【辻】岩城
11日 【辻】藩屋敷、【木】岩城
12日 岩城 【五】紀州侯御屋舗前買い物
13日 【辻】岩城、【五】藩屋敷 佐藤より木村にセイ

ヨウ筒
14日 【辻】上野浄名院

【木】近辺寄セニ御遊行
衣川米藤殿引連

15日 【木】御遊行－藩屋敷、【辻】大井
秀之丞様江御出

【五】麹町辺

16日 【五・辻】大樹様御進発拝見
【五】本所あい生町天野氏－日本
橋室町通リ西村半兵衛－書林須原
屋

【木】品川辺遊行（泉岳寺、洲崎
弁才天、東海寺）

17日 岩城
18日 【五】岩城
19日 【木】御遊行

【五・辻】浅草東本願寺御坊より
金竜山浅草寺参詣－猿若町芝居見
物－浅草門前通り左側川ます（料
理屋）－新吉原ショウブ花咲リ之
由見物（不至）

20日 【五】岩城、【五・辻】岩城 【木】品川御遊行、【五】貝坂鮒半
ニテ芝居見

川文より鉄之助殿並
下男引きつれ

21日 【辻】藩屋敷
22日 【木】名倉氏、【五】岩城 【五・辻】上野浄名院－不忍池弁

財天社参、御嶽山三社、芭蕉塚
23日 【辻】岩城－溜池稲岡氏、【木】藩

屋敷
24日 【木・辻】藩屋敷、【五】岩城－藩

屋敷、【五・木】岩城
25日 【五】丁子屋 江戸発足
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と
も
御
屋
舗
江
参
上
、
御
留
守
永
野
又
蔵
様
切
□
ニ
被
召
候
テ
彼
歎
願
書
御
持
参
ニ
テ
御
添
書
と
も
御
認
被
遊
、
か
ん
だ
橋
外
道
中
並
御

勘
定
御
奉
行
井
上
信
濃
守
様
御
役
所
江
御
進
達
也
。
木
村
氏
・
五
兵
衛
両
人
供
致
し
始
メ
テ
御
奉
行
所
江
罷
出
候
事
」27
と
あ
る
よ
う
に
、

錦
織
ら
は
佐
野
藩
役
人
の
手
を
介
し
て
歎
願
書
を
道
中
奉
行
に
提
出
し
た
。
辻
の
日
記
に
よ
る
と
、
翌
月
九
日
に
呼
び
出
し
が
あ
っ
た
旨

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

四
月
四
日
、
福
嶋
鋠
三
郎
が
錦
織
に
丁
子
屋
金
右
衛
門
と
い
う
公
事
師
28
を
紹
介
し
た
。
錦
織
た
ち
に
と
っ
て
は
、
羽
生
屋
が
果
た
し

た
役
割
は
あ
く
ま
で
文
書
作
成
と
差
添
（
付
添
）、
訴
訟
の
仲
立
29
で
あ
っ
た
。
丁
子
屋
は
佐
野
藩
堀
田
家
の
出
入
り
で
あ
り
、
何
か
と

道
中
奉
行
の
井
上
信
濃
守
の
と
こ
ろ
に
も
出
入
り
し
て
い
る
。
訴
訟
成
功
の
た
め
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
紹
介
し
て
い
た
丁
子
屋
は
相
談
役

と
し
て
働
い
て
い
た
。

四
月
五
日
、
再
び
上
野
方
面
に
出
か
け
、
今
回
は
寛
永
寺
の
北
に
あ
る
淨
名
院
に
玄
静
を
名
乗
る
僧
侶
を
訪
問
す
る
。
そ
の
際
に
、
寛

永
寺
の
本
堂
瑠
璃
殿
を
参
詣
し
、
淨
名
院
御
庭
に
植
え
た
牡
丹
・
躑
躅
を
鑑
賞
し
た
。

四
月
八
日
、
錦
織
は
丁
子
屋
を
経
て
法
田
藤
右
衛
門
と
赤
阪
多
七
30
と
い
う
人
物
に
面
会
し
た
。
こ
の
法
田
か
ら
得
た
情
報
と
は
、
矢

部
平
馬
な
る
人
物
が
井
上
信
濃
守
の
馬
の
師
匠
た
る
人
で
あ
り
、
同
時
に
法
田
の
妻
の
実
家
だ
と
い
う
情
報
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
錦
織

た
ち
は
矢
部
と
直
接
に
会
う
こ
と
は
せ
ず
、
代
わ
り
に
法
田
と
面
談
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
丁
子
屋
を
媒
介
に
し
た
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
錦

織
ら
に
と
っ
て
決
定
的
な
助
船
と
な
っ
た
の
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
が
、「
東
武
日
記
」
四
月
十
八
日
の
条
に
は
「
右
矢
部
様
を
以

今
般
免
除
御
聞
入
ニ
相
成
候
事
ナ
リ
」
と
書
か
れ
て
あ
り
、
錦
織
は
こ
の
矢
部
平
馬
の
働
き
を
高
く
評
価
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
月
九
日
、
朝
か
ら
道
中
奉
行
所
と
藩
屋
敷
に
出
か
け
る
が
、
七
ツ
半
か
ら
宿
よ
り
少
し
離
れ
た
山
王
権
現
に
参
詣
し
、
外
桜
田
門
と

赤
坂
見
付
周
辺
を
散
策
し
た
。

四
月
十
日
、
午
前
は
要
人
宅
を
訪
ね
、
午
後
か
ら
、
芝
方
向
に
集
中
的
に
名
所
を
廻
る
こ
と
に
し
た
。
名
所
を
列
挙
す
る
と
順
番
に
、

赤
坂
御
門
か
ら
虎
の
門
エ
リ
ア
の
豊
川
稲
荷
社
│
京
極
藩
邸
内
の
金
毘
羅
大
権
現
│
西
久
保
愛
宕
山
社
、
芝
エ
リ
ア
に
あ
る
徳
川
宗
廟
で

幕
末
に
お
け
る
江
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訴
人
の
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戸
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あ
る
増
上
寺
を
拝
礼
し
、
境
内
の
茅
野
天
満
宮
│
出
世
弁
財
天
社
に
も
足
を
運
ん
だ
。
帰
り
道
に
西
久
保
八
幡
宮
に
参
詣
し
た
。

四
月
十
五
日
に
正
式
に
助
郷
免
除
の
旨
が
下
っ
た
た
め
、
錦
織
と
木
村
二
人
は
奉
行
所
に
出
か
け
る
。「
朝
五
ツ
時
ヨ
リ
木
村
君
・
五

兵
衛
両
人
御
書
類
等
相
携
ニ
テ
則
道
中
御
奉
行
所
江
参
着
ス
。
数
千
人
来
集
、
休
息
所
ニ
テ
大
待
テ
漸
八
ツ
半
時
御
呼
出
シ
ニ
相
成
、
井

上
様
御
公
用
人
御
継
肩
ニ
テ
御
申
渡
シ
ノ
事
」
と
、
今
度
は
い
よ
い
よ
歎
願
が
正
式
的
に
承
認
さ
れ
と
い
う
こ
と
で
、
二
人
が
「
右
御
門

ヲ
出
テ
踊
リ
上
リ
大
祝
」
し
、
喜
色
を
顕
に
し
た
。
此
の
日
を
も
っ
て
本
堅
田
村
一
行
が
江
戸
で
の
公
的
な
役
目
を
完
了
し
た
と
言
え

る
。
以
降
の
滞
在
は
、
公
的
な
仕
事
と
い
え
る
行
動
は
主
に
二
つ
、
一
つ
目
は
今
回
訴
訟
で
世
話
に
な
っ
た
人
物
に
謝
礼
物
を
送
る
こ

と
、
二
つ
目
は
佐
野
藩
庁
が
所
在
す
る
佐
野
陣
屋
に
（
御
礼
に
）
向
か
う
こ
と
で
あ
る
。

四
月
十
六
日
に
は
、
丁
子
屋
か
ら
「
今
般
御
礼
」
を
す
べ
き
対
象
に
つ
い
て
の
書
付
が
錦
織
ら
の
宿
に
届
い
て
お
り
、
書
付
に
は
、
道

中
奉
行
所
の
井
上
信
濃
守
と
役
人
二
名
、
さ
ら
に
は
丁
子
屋
が
紹
介
し
た
人
物
た
ち
に
対
す
る
謝
礼
物
と
謝
礼
金
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ

て
い
る
。
謝
礼
の
リ
ス
ト
は
福
嶋
鋠
三
郎
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
四
月
十
七
日
に
は
、
丁
子
屋
金
右
衛
門
と
赤
阪

太
七
郎
が
来
訪
し
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
謝
礼
物
を
増
や
し
て
く
だ
さ
い
と
「
御
謝
物
談
判
」
を
し
に
き
て
い
る
。

丁
子
屋
は
藩
役
人
福
嶋
鋠
三
郎
か
ら
指
定
さ
れ
た
公
事
師
で
あ
り
、
公
事
宿
羽
生
屋
の
一
部
の
業
務
を
分
担
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
公
事
宿
が
訴
訟
で
出
府
し
た
村
役
人
に
対
し
て
書
類
の
筆
耕
と
送
達
を
請
負
い
、
役
所
と
の
掛
け
合
い
な
ど
「
諸
事
を
取
次
」31
い

だ
よ
う
に
、
丁
子
屋
も
手
続
き
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
指
導
を
行
な
っ
た
。
本
堅
田
村
の
訴
訟
の
場
合
は
、
羽
生
屋
が
書
類
の
作
成
・

役
所
か
ら
呼
出
の
伝
達
な
ど
、「
見
え
る
」
仕
事
を
行
っ
た
が
、
奉
行
所
役
人
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
持
つ
人
物
を
紹
介
し
、
適
切
な
対

応
を
示
す
な
ど
、
つ
ま
り
公
的
な
場
で
「
見
え
な
い
」
働
き
を
担
っ
た
の
が
丁
子
屋
で
あ
っ
た
。

四
月
二
十
四
日
、
辻
と
木
村
二
人
が
川
越
屋
文
左
衛
門
の
付
き
添
い
で
佐
野
陣
屋
に
向
け
て
出
発
し
、
錦
織
が
一
人
で
江
戸
待
機
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
錦
織
は
基
本
的
に
娯
楽
中
心
の
行
動
を
取
っ
て
い
っ
た
。
四
月
二
十
五
日
に
案
内
人
に
導
か
れ
て
江
戸
城
に
入
り
大
奥

を
見
物
32
。
四
月
二
十
七
日
に
は
日
本
橋
│
京
橋
│
霞
ヶ
関
辺
り
の
店
を
見
た
り
、
五
月
三
日
に
は
、
赤
坂
目
付
外
で
将
軍
大
調
練
を
見

幕
末
に
お
け
る
江
戸
出
訴
人
の
江
戸
見
物
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物
し
た
り
、
ほ
か
に
人
形
見
世
や
寄
席
を
頻
繫
に
訪
ね
て
い
る
。

五
月
四
日
、
辻
と
木
村
が
江
戸
に
戻
っ
た
。
し
か
し
、
錦
織
は
足
の
調
子
が
よ
く
な
い
故
、
一
行
は
江
戸
に
滞
在
し
続
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。
錦
織
は
基
本
的
に
宿
に
籠
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
木
村
は
品
川
に
二
回
遊
覧
し
、
泉

岳
寺
・
洲
崎
弁
才
天
・
東
海
寺
な
ど
名
所
を
訪
ね
た
。
足
の
調
子
が
回
復
し
た
錦
織
は
五
月

十
九
日
に
辻
と
一
緒
に
浅
草
に
行
き
、
東
本
願
寺
御
坊
よ
り
金
竜
山
浅
草
寺
を
参
詣
し
、
猿

若
町
で
芝
居
見
物
し
、
浅
草
門
前
通
り
左
側
の
川
ま
す
と
い
う
料
理
屋
に
立
ち
寄
っ
た
。
二

人
は
新
吉
原
の
菖
蒲
花
を
見
た
が
っ
て
い
た
が
断
念
し
た
。

五
月
二
十
二
日
に
は
、
帰
国
の
時
期
に
近
づ
い
て
い
る
た
め
、
錦
織
と
辻
は
ま
た
浄
名
院

を
訪
ね
、
東
海
道
の
宿
取
の
相
談
を
兼
ね
て
江
戸
か
ら
引
き
取
り
の
挨
拶
を
済
ま
せ
た
。
そ

れ
か
ら
、
藩
屋
敷
の
役
人
を
は
じ
め
江
戸
で
出
会
っ
た
人
々
に
別
れ
を
告
げ
、
五
月
二
十
五

日
に
江
戸
か
ら
離
れ
た
。

３

行
動
範
囲
と
足
跡

江
戸
で
の
錦
織
た
ち
の
行
動
軌
跡
で
一
通
り
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
概
ね
公
務
の
隙
を

縫
っ
て
名
所
ス
ポ
ッ
ト
を
巡
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
典
型
的
な
江
戸
出
訴
人
と
言
え
る
が
、

錦
織
に
は
他
の
江
戸
出
訴
人
と
異
な
る
行
動
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
ず
は
錦
織
の
日
常

生
活
と
名
所
め
ぐ
り
、
い
わ
ば
私
的
な
行
動
を
目
的
ご
と
に
見
る
。【
表
４
】
に
示
し
た
よ

う
に
、
名
所
め
ぐ
り
の
み
を
行
っ
た
日
数
は
十
二
日
間
で
あ
る
。
四
月
十
日
に
は
前
述
の
通

り
午
後
か
ら
集
中
的
に
参
詣
を
し
て
い
る
た
め
、
見
物
が
外
出
の
目
的
で
あ
る
と
分
類
し
た

表 4

江戸見物のみを行った日（計
12日）

3/21、3/26、4/5、4/10（午後から）
4/17、4/25、4/27、5/6、5/14、5/16（木
村一人）、5/19、5/20（木村一人）、5/22

公務の合間に見物・買い物を
行った日（計 10日）

3/28、4/6、4/7、4/8、4/9、4/13、4/16、4
/21、5/3、5/16

役人との社交活動を兼ねた見
物を行った日（計 5日）

4/17、4/18、4/20、4/23、4/27

芝居・寄席・人形見せなど演
芸鑑賞を行った日（計 10日）

4/9、4/12、4/22、4/23、4/25、4/26、5/2、
5/14、5/19、5/20

幕
末
に
お
け
る
江
戸
出
訴
人
の
江
戸
見
物
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表 5 地名番付表

方位 地域 地名（私用） 地名（公用）
北 神田

上野

浅草

1講武所御門前
2湯嶌ノ天神
3東叡山寛永寺
4不忍池
5浄名院
6勧学屋錦袋園店
7東本願寺浅草御坊
8浅草寺
9向嶌三囲稲荷社
10牛御前社
11有明楼
12新吉原
13猿若町

A 道中奉行所
B 藩屋敷

東

京橋

日本橋

14両国橋

15西本願寺御坊
16弓町観世太夫宅
17鈴木町糸屋
18a 書林須原屋
18b 大伝馬町大丸、駿河町三井出店

C ヤゲン堀辺骨継医名倉矢兵衛
D 室町壱町目東入西村半兵衛宅
E 天野将曹宅
F さや町佐藤清之丞宅

G 羽生屋藤兵衛宅

南 芝

外桜田

赤坂

品川

19西久保愛宕山社
20霞ヶ関黒田侯御屋舗
21増上寺
22西久保八幡宮
23京極侯御屋鋪内金毘羅大権現
24外桜田彦根侯御門前
25桜田御門
26山王権現宮
27赤坂御門見付
28赤阪御門辺豊川稲荷社
29紀州侯御屋舗前
30泉岳寺
31洲崎弁才天
32東海寺

H 溜池稲岡隼人様宅

西 市ヶ谷

牛込

33亀岡八幡宮
34尾州公御屋舗前
35貝坂鮒半
36平川天満宮
37甲州街道筋新宿
38岩城升屋
39ゴミ阪・泰栄堂（神楽坂）
40宗参寺
41済松寺

I 下タ町丁子屋金右衛門
J 四ツ谷御門外尾州印御屋舗内法田藤右衛門

K 牛込見付高木宮内様御屋鋪加藤千馬喜
L 牛込堀御駕町中川亮平方
N 奥野吉郎宅
O 宗参寺組与力大井秀之丞
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ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
訴
訟
が
終
わ
っ
た
四
月
十
五
日
を
区
切
り
と
し
て
、
以
降
名
所
め
ぐ
り
の
み
を
行
っ
た
日
数
は
九
日

間
で
あ
る
た
め
、
訴
訟
が
終
わ
っ
た
後
余
暇
が
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
公
務
の
合
間
に
名
所
め
ぐ
り
ま
た
は
買
い
物
を
し
た
日
数
は
十

日
間
で
あ
り
、
四
月
十
五
日
以
前
は
六
日
間
で
、
以
降
は
四
日
間
で
あ
る
。
な
お
、
以
降
の
公
務
と
言
え
ば
主
に
役
人
た
ち
へ
の
お
礼
廻

り
で
あ
る
。
役
人
と
の
交
際
を
目
的
と
し
た
見
物
は
五
日
間
で
あ
り
、
主
に
藩
屋
敷
の
役
人
佐
藤
清
之
丞
と
中
村
三
太
夫
の
息
子
と
の
交

際
で
あ
る
。
ま
た
四
月
十
五
日
以
降
、
芝
居
・
寄
席
・
人
形
見
せ
な
ど
演
芸
鑑
賞
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。

次
に
錦
織
の
行
動
を
中
心
に
、
彼
の
足
跡
を
地
図
上
に
表
記
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
見
え
る
。
な
お
、
地
図
上
数
字
と

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
対
応
す
る
地
名
を
【
表
５
】
に
示
す
。

３
・
１

四
月
十
五
日
以
前
の
行
動
特
徴

四
月
十
五
日
以
前
の
行
動
の
特
徴
は
二
点
ほ
ど
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
【
図
２
】
を
見
る
と
、
公
務
上
で
一
番
頻
繁
に
面
会
し
に
行
っ
た
の
は
Ｂ
藩
屋
敷
、
Ｌ
中
川
亮
平
宅
と
Ｉ
丁
子
屋
金
右
衛
門
宅
で

あ
り
、
公
務
の
合
間
に
訪
ね
た
牛
込
寺
社
地
域
（
４１
済
松
寺
・
４０
宗
参
寺
）、
桜
田
門
南
・
赤
坂
門
地
域
、
両
国
橋
と
日
本
橋
で
あ
る
。

桜
田
門
南
・
赤
坂
門
地
域
は
宿
に
近
い
と
い
う
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
公
務
経
路
上
か
、
ま
た
は
待
機
時
間
を
潰
す
た
め
の
行
動
だ

と
思
わ
れ
る
。
全
体
的
に
江
戸
城
の
西
方
面
に
分
布
し
、
短
期
滞
在
者
が
あ
ま
り
赴
か
な
い
場
所
だ
と
い
え
る
。

二
つ
目
、【
図
３
】
は
見
物
を
主
な
目
的
と
し
た
行
動
の
足
跡
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
地
図
上
で
明
確
に
二
つ
の
経
路
が
見
え
る
。

一
つ
目
は
江
戸
城
北
方
面
の
上
野
に
向
か
い
、
そ
れ
か
ら
浅
草
・
隅
田
川
西
岸
・
吉
原
。
二
つ
目
は
江
戸
城
南
の
芝
地
域
を
目
指
し
て
赤

坂
門
・
虎
ノ
門
・
愛
宕
山
・
増
上
寺
、
さ
ら
に
品
川
で
あ
る
。
上
野
地
域
は
錦
織
た
ち
が
個
人
的
に
繋
が
り
の
あ
る
人
物
が
居
た
た
め
、

二
回
以
上
訪
問
し
た
が
、
そ
れ
以
外
は
ど
れ
も
一
回
の
み
の
訪
問
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
経
路
は
、
江
戸
短
期
滞
在
者
と
同
様

に
、
街
道
沿
い
の
江
戸
を
代
表
す
る
主
要
観
光
地
を
一
通
り
見
る
経
路
で
あ
る
。
三
月
二
十
六
日
の
上
野
│
浅
草
│
吉
原
コ
ー
ス
は
、
将
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図 2 四月十五日公務の合間に見物・買い物などを行った日の足跡
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図 3 四月十五日以前江戸見物のみを行った日の足跡
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軍
家
菩
提
寺
で
あ
る
寛
永
寺
、
江
戸
庶
民
信
仰
の
代
表
で
あ
る
浅
草
寺
、
著
名
な
高
級
料
亭
、
夜
見
物
の
吉
原
で
あ
り
、
四
月
十
日
の
赤

坂
門
│
虎
ノ
門
│
愛
宕
山
│
芝
コ
ー
ス
は
、
武
家
屋
敷
の
神
仏
公
開
で
名
所
に
な
っ
た
豊
川
稲
荷
と
京
極
金
毘
羅
、
江
戸
の
最
高
地
点
で

あ
る
愛
宕
山
、
将
軍
家
宗
廟
で
あ
る
増
上
寺
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ど
れ
も
が
江
戸
に
来
る
旅
人
が
見
る
べ
き
場
所
で
あ
る
。
以
上
か
ら
想

像
さ
れ
る
の
は
、
錦
織
た
ち
は
訴
訟
を
早
急
に
解
決
す
る
意
図
を
持
っ
て
お
り
、
案
内
人
が
提
供
し
た
パ
ッ
ク
ツ
ア
ー
で
最
も
効
率
よ
く

江
戸
名
所
を
廻
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

【
表
３
】
の
備
考
を
み
れ
ば
、
三
月
二
十
三
日
ま
で
に
は
伊
之
助
33
と
い
う
人
物
が
藩
屋
敷
、
岩
城
升
屋
、
両
国
橋
ま
で
道
案
内
し
て

い
る
。
こ
の
伊
之
助
が
大
津
に
帰
っ
た
日
以
降
、
江
戸
滞
在
中
に
錦
織
た
ち
を
案
内
す
る
役
割
は
岩
城
升
屋
と
川
越
屋
が
担
っ
て
い
た
。

岩
城
升
屋
は
三
都
に
呉
服
店
を
展
開
し
た
大
津
出
身
の
豪
商
で
あ
る
。
錦
織
た
ち
に
宿
泊
場
所
の
紹
介
、
謝
礼
物
の
調
達
、
本
堅
田
村
へ

の
書
状
配
達
、
帰
国
時
の
荷
物
の
貫
目
改
め
、
名
所
の
案
内
な
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
た
。
錦
織
た
ち
が
必
要

と
し
た
日
用
品
は
す
べ
て
が
岩
城
升
屋
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の
通
り
、
上
野
│
浅
草
│
吉
原
の
周
遊
は
岩
城
升
屋
が
案
内
し
た
定

型
的
な
パ
ッ
ク
ツ
ア
ー
で
あ
る
。
有
明
楼
の
酒
宴
と
吉
原
、
四
月
十
五
日
以
降
の
江
戸
大
奥
見
物
と
新
吉
原
外
添
大
揚
茶
屋
な
ど
、
こ
の

よ
う
な
金
銭
が
か
か
る
外
出
も
岩
城
升
屋
が
手
引
き
を
し
て
い
た
。

一
方
、
宿
を
提
供
し
た
川
越
屋
は
錦
織
た
ち
が
観
劇
な
ど
で
外
出
す
る
と
き
に
付
き
添
っ
て
い
た
。
辻
と
木
村
が
佐
野
陣
屋
へ
参
上
す

る
際
に
は
川
越
屋
文
左
衛
門
が
同
行
し
て
い
る
が
、
江
戸
に
待
機
し
て
い
る
錦
織
は
文
左
衛
門
の
息
子
鉄
之
助
を
頼
っ
て
い
る
。
他
に

も
、
川
越
屋
は
久
留
米
藩
有
馬
家
上
屋
敷
内
の
水
天
宮
で
毎
月
五
日
に
売
り
出
し
た
お
守
り
の
買
い
出
し
を
二
回
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
な
ぜ
東
方
面
の
両
国
橋
│
深
川
│
亀
戸
コ
ー
ス
34
を
選
択
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
月
二
十
六
日
に
本
格
的
に
江
戸
名
所
め
ぐ
り
を
上
野
│
浅
草
│
吉
原
コ
ー
ス
で
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
理
由
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
江
戸
を
代

表
す
る
主
要
観
光
地
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
当
日
の
記
述
で
は
、「
上
野
東
叡
山
境
内
数
千
株
ノ
桜
花
盛
リ
ニ
ハ
遊

客
終
日
興
宴
シ
、
紅
日
西
山
ニ
没
ス
ル
ヲ
シ
ラ
ス
」
と
、
東
叡
山
が
桜
の
花
見
で
賑
わ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
続
き
に

幕
末
に
お
け
る
江
戸
出
訴
人
の
江
戸
見
物
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は
「
尤
（
有
明
楼
、
筆
者
注
）
二
階
座
敷
隅
田
川
向
嶋
辺
眼
下
ニ
見
る
。
川
ノ
堤
桜
多
し
」
と
の
よ
う
に
、
有
明
楼
の
二
階
の
座
敷
か
ら

隅
田
川
と
沿
岸
の
桜
を
観
賞
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
錦
織
は
、「
眼
前
ニ
向
島
堤
ニ
千
株
ノ
桜
ア
リ
テ
騒
人
墨
客
ノ
心
ヲ
動
カ
セ

リ
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
有
明
楼
か
ら
見
た
景
色
に
詠
嘆
し
、
そ
の
日
の
終
点
と
し
て
訪
ね
た
新
吉
原
で
は
、「
新
吉
原
夜
ノ
風
景
道
ノ

真
中
ニ
桜
夥
敷
植
数
万
の
燈
灯
ヲ
釣
、
美
逦
敷
事
難
尽
、
日
中
の
如
し
」
と
、
夜
桜
を
堪
能
し
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
錦
織
が
二
回
以
上
上
野
を
訪
ね
た
理
由
は
、
知
人
の
僧
侶
が
誘
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
招
待
の
名
目
の
一
つ

は
上
野
浄
名
院
の
牡
丹
を
拝
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
当
日
四
月
五
日
の
日
記
で
は
、
寛
永
寺
本
堂
瑠
璃
殿
に
関
し
て
簡
略
的
に
書
い
て
い

た
が
、
浄
名
院
の
牡
丹
と
不
忍
池
の
躑
躅
花
は
よ
り
丹
念
に
記
述
し
て
お
り
、「
絶
景
ナ
リ
」
と
称
賛
の
気
持
ち
が
読
み
取
れ
る
。

花
見
の
時
期
に
桜
の
名
所
を
訪
ね
た
り
、
花
見
名
目
に
招
待
に
応
じ
た
り
す
る
な
ど
の
行
為
は
花
見
時
を
意
識
し
た
個
人
的
な
関
心
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
35
。
だ
と
す
れ
ば
、
東
方
面
の
両
国
橋
│
深
川
│
亀
戸
コ
ー
ス
を
廻
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
宿
泊
地
の
平
川
町
か
ら

気
軽
に
行
く
場
所
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
の
ほ
か
に
、
藤
の
名
所
と
し
て
名
を
馳
せ
る
亀
戸
天
神
が
ま
だ
花
見
時
で
は
な
か
っ
た
か

ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

３
・
２

四
月
十
五
日
以
降
の
行
動
特
徴

四
月
十
五
日
以
降
は
以
前
と
は
異
な
る
行
動
が
展
開
し
て
い
る
。
全
体
的
に
は
、
訴
訟
が
落
ち
着
い
た
も
の
の
、
以
前
と
比
べ
て
積
極

的
に
江
戸
を
周
遊
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
逆
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

【
図
４
・
５
】
を
見
る
と
、
錦
織
は
訪
ね
た
こ
と
が
な
い
名
所
を
見
物
す
る
よ
り
も
、
す
で
に
見
物
し
た
上
野
・
浅
草
・
桜
田
御
門
エ

リ
ア
に
再
遊
覧
を
し
て
い
る
。
以
前
の
行
動
パ
タ
ー
ン
と
比
べ
る
と
、
明
ら
か
な
コ
ー
ス
が
存
在
せ
ず
、
馴
染
ん
だ
江
戸
名
所
（
浅
草
・

上
野
）
と
宿
屋
周
辺
な
ど
決
ま
っ
た
場
所
に
重
ね
て
足
を
運
ん
で
い
る
。
宿
屋
周
辺
の
赤
坂
門
、
外
桜
田
門
、
四
ツ
谷
、
牛
込
辺
り
を
自

力
で
散
策
で
し
て
お
り
、
錦
織
は
そ
の
辺
の
地
理
情
報
を
身
に
着
け
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
上
述
の
四
箇
所
以
外
の
上
野
、
浅
草
、
吉

幕
末
に
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図 4 四月十五日以降公務の合間に見物・買い物などを行った日の足跡
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図 5 四月十五日以降江戸見物のみを行った日の足跡

幕
末
に
お
け
る
江
戸
出
訴
人
の
江
戸
見
物
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原
、
京
橋
へ
行
く
時
に
は
同
行
者
が
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
（
特
に
吉
原
に
は
案
内
役
が
必
要
と
さ
れ
る
地
で
あ
る
）、
彼
は
江
戸
の
街

筋
に
は
ま
だ
馴
染
ん
で
い
な
い
と
判
断
で
き
る
。
錦
織
の
江
戸
名
所
め
ぐ
り
に
関
し
て
は
、
未
見
の
名
所
に
あ
ま
り
興
味
を
持
た
ず
、
案

内
人
を
頼
っ
て
代
表
的
な
盛
り
場
を
ま
た
訪
ね
る
と
い
う
保
守
的
な
行
動
が
伺
え
る
。

な
お
、
木
村
は
二
回
の
品
川
遊
覧
の
う
ち
に
、
旅
人
な
ら
江
戸
か
ら
出
る
時
必
ず
立
ち
寄
る
と
言
わ
れ
た
泉
岳
寺
を
訪
ね
て
い
る
。
錦

織
は
泉
岳
寺
が
名
所
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
が
、
帰
国
の
際
に
も
泉
岳
寺
を
訪
ね
て
い
な
い
。

も
う
一
つ
以
前
と
異
な
る
行
動
は
、
積
極
的
に
猿
若
町
の
芝
居
、
宿
屋
周
辺
の
寄
席
（
四
回
）、
弓
町
の
能
な
ど
芸
能
を
楽
し
ん
で
い

る
こ
と
で
あ
る
。
買
い
物
に
関
し
て
は
、
鈴
木
町
（
京
橋
）
の
書
画
店
で
買
い
求
め
た
乾
隆
古
銭
を
何
人
か
に
見
せ
び
ら
か
し
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
行
動
は
短
期
滞
在
の
旅
人
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
前
述
の
勤
番
武
士
、
あ
る
い
は
江
戸
市
民
の
余
暇
の
過
ご
し
方
に
近

い
。鈴

木
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
特
定
な
場
所
に
目
的
が
あ
る
行
動
は
そ
の
人
物
の
興
味
関
心
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
確
か
に
、

そ
の
点
で
は
錦
織
は
自
身
の
趣
味
や
関
心
に
よ
っ
て
自
発
的
に
行
動
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
錦
織
に
と
っ
て
、
外
出
は
藩
屋
敷

の
役
人
た
ち
と
交
流
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
錦
織
が
弓
町
の
観
世
太
夫
宅
で
能
を
観
賞
し
た
時
は
佐
野
藩
屋
敷
に
い
る
役
人
佐
藤
清
之

丞
36
が
彼
を
連
れ
て
い
た
。
後
日
、
そ
の
礼
を
言
う
た
め
に
鞘
町
に
佐
藤
を
訪
ね
た
時
に
は
、
隣
の
鈴
木
町
で
乾
隆
古
銭
を
見
つ
け
て
買

っ
た
こ
と
を
話
し
て
い
る
。
五
月
に
は
佐
藤
は
ま
た
能
観
劇
後
に
わ
ざ
わ
ざ
錦
織
の
宿
屋
を
訪
れ
て
、
錦
織
と
観
劇
の
話
を
す
る
な
ど
、

両
者
に
は
親
し
い
交
流
が
あ
っ
た
37
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
主
に
二
つ
の
史
料
を
用
い
て
、
幕
末
に
お
け
る
村
役
人
が
訴
訟
の
た
め
に
江
戸
に
滞
在
し
た
時
の
行
動
に
つ
い
て
、
助
郷

幕
末
に
お
け
る
江
戸
出
訴
人
の
江
戸
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免
除
嘆
願
が
受
理
さ
れ
る
前
後
に
分
け
て
検
討
を
行
っ
た
。
以
下
に
結
論
を
要
約
す
る
。

第
一
に
、
前
期
の
行
動
の
特
徴
は
、
錦
織
ら
が
訴
訟
の
た
め
に
様
々
な
人
物
と
面
会
す
る
機
会
に
、
江
戸
城
の
西
方
面
や
西
北
方
面
に

足
を
運
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
江
戸
出
訴
人
は
訴
訟
手
続
き
に
苦
労
し
た
り
、
市
中
の
名
所
め
ぐ
り
に
精
を
出
し
た

り
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
前
期
の
錦
織
は
、
あ
ま
り
積
極
的
に
名
所
め
ぐ
り
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。
錦
織
ら
は
二
度

集
中
的
に
江
戸
名
所
め
ぐ
り
を
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
案
内
人
が
道
案
内
を
す
る
定
型
的
な
観
光
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
錦

織
の
江
戸
見
物
は
江
戸
短
期
滞
在
者
と
あ
ま
り
違
い
が
な
い
。

錦
織
た
ち
は
指
定
の
公
事
宿
に
宿
泊
せ
ず
、
懇
意
の
商
人
岩
城
升
屋
が
紹
介
し
た
川
越
屋
に
宿
泊
し
て
い
た
。
両
商
人
は
錦
織
た
ち
の

日
用
品
や
買
い
物
、
江
戸
め
ぐ
り
、
道
案
内
な
ど
、
多
面
的
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
。
そ
れ
故
、
錦
織
た
ち
の
行
動
範
囲
は
両
者
が
店

を
構
え
る
平
川
町
周
辺
│
│
城
の
西
と
南
西
│
│
に
集
中
し
て
お
り
、
馬
喰
町
に
滞
在
す
る
短
期
旅
行
者
や
江
戸
出
訴
人
が
よ
く
訪
れ
る

城
東
の
深
川
・
亀
戸
方
面
に
は
向
か
っ
て
い
な
い
。

第
二
に
、
後
期
の
行
動
の
特
徴
は
本
堅
田
村
の
三
人
が
行
動
を
別
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
後
期
も
一
人
江
戸
に
残
っ
た
錦
織
は
、
新
た

に
未
見
の
名
所
に
は
行
か
ず
、
以
前
行
っ
た
名
所
を
再
び
訪
れ
た
り
、
芝
居
・
寄
席
・
能
な
ど
芸
能
を
楽
し
ん
だ
り
し
て
い
る
。
芝
居
・

寄
席
見
物
は
錦
織
個
人
の
趣
味
関
心
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
ろ
う
が
、
江
戸
詰
め
の
藩
役
人
と
交
流
す
る
場
と
し
て
の
意
味
も
あ
っ
た
。

本
堅
田
村
の
江
戸
訴
訟
の
大
き
な
特
徴
は
、
歎
願
成
就
に
向
け
て
領
主
佐
野
藩
の
強
い
支
援
を
受
け
て
い
た
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
佐
野

藩
江
戸
詰
め
役
人
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と
で
、
本
堅
田
村
の
助
郷
免
除
歎
願
訴
訟
は
短
期
間
で
終
わ
っ
て
い
る
。
錦
織
た
ち
に
と
っ

て
、
藩
邸
の
役
人
た
ち
と
良
好
な
関
係
を
築
く
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
錦
織
の
江
戸
名
所
め
ぐ
り
は
定
型
化
し
た
「
パ
ッ
ク
ツ
ア
ー
」
と
は
い
え
、
行
き
先
の
花
見
時
を
把
握
し
て
い
る
な
ど
、
風

流
を
愛
で
る
錦
織
の
文
化
人
的
個
性
が
表
れ
て
い
る
。
花
見
時
に
応
じ
て
行
き
先
を
選
択
す
る
と
い
う
時
間
認
識
に
基
づ
い
た
行
動
様
式

は
、
江
戸
勤
番
武
士
の
行
楽
に
近
似
的
で
あ
る
。

幕
末
に
お
け
る
江
戸
出
訴
人
の
江
戸
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物
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最
後
に
今
後
の
課
題
と
し
て
、
錦
織
の
名
所
認
識
、
名
所
観
を
挙
げ
て
お
く
。
錦
織
は
上
野
と
浅
草
を
二
回
以
上
訪
ね
て
い
る
が
、
上

野
は
知
人
の
僧
侶
を
訪
問
す
る
た
め
で
あ
り
、
浅
草
は
猿
若
町
や
吉
原
な
ど
歓
楽
街
的
性
格
が
強
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
般
的
な
名
所
で

あ
っ
た
品
川
泉
岳
寺
を
訪
ね
な
か
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
錦
織
は
、
江
戸
名
所
の
寺
社
に
は
あ
ま
り
関
心
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
将
軍
権
威

を
示
す
諸
施
設
や
巨
大
都
市
を
象
徴
す
る
も
の
に
関
心
が
向
か
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
点
で
錦
織
の
価
値
観
は
、
山
本
光
正
氏

が
指
摘
し
た
、
西
国
の
人
は
江
戸
の
寺
社
を
あ
ま
り
評
価
し
な
い
と
い
う
、「
西
の
江
戸
観
」
に
合
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
錦
織
が
川

越
屋
に
依
頼
し
て
水
天
宮
の
お
守
り
を
大
量
に
購
入
し
た
事
実
は
ど
う
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
江
戸
滞
在
中
の
寺
社
参
詣
は
、
歎
願
成

就
の
た
め
の
祈
り
な
の
か
、
錦
織
自
身
の
信
仰
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

付
記史

料
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
高
橋
大
樹
氏
（
大
津
市
歴
史
博
物
館
）
の
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

注⑴

先
駆
的
な
研
究
と
し
て
山
本
光
正
「
諸
国
人
に
と
っ
て
の
江
戸
│
社
寺
参
詣
者
を
中
心
と
し
て
│
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
１４
、

一
九
八
七
年
）。

⑵

東
北
地
方
の
伊
勢
参
宮
者
の
参
宮
日
記
を
分
析
し
た
小
野
寺
淳
氏
と
桜
井
邦
夫
氏
の
研
究
で
は
、
江
戸
に
数
日
泊
ま
る
旅
は
参
宮
ル
ー
ト
に
加
え

ら
れ
て
い
る
。
小
野
寺
淳
「
伊
勢
参
宮
道
中
日
記
の
分
析
」（『
東
洋
史
論
』
２
、
一
九
八
一
年
）、
桜
井
邦
夫
「
近
世
に
お
け
る
東
北
地
方
か
ら

の
旅
」（『
駒
沢
史
学
』
３４
、
一
九
八
六
年
）
で
は
、
東
北
地
方
か
ら
来
た
参
宮
者
は
ほ
ぼ
江
戸
に
立
ち
寄
り
見
物
を
行
っ
た
と
し
て
い
る
。
な

お
、「
立
ち
寄
り
型
」
は
山
本
光
正
氏
に
依
拠
し
た
表
現
で
あ
る
。

⑶

山
本
光
正
『
江
戸
見
物
と
東
京
観
光
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
お
よ
び
前
掲
小
野
寺
論
文
。

⑷

前
掲
桜
井
論
文

⑸

上
総
国
望
陀
郡
大
谷
村
百
姓
朝
生
家
に
よ
る
慶
応
三
年
金
毘
羅
代
参
事
例
。
前
掲
山
本
論
文
。

⑹

江
戸
長
期
滞
在
者
の
事
例
と
し
て
、
山
本
氏
は
「
東
武
日
記
」
を
挙
げ
た
が
、
西
の
人
に
と
っ
て
の
江
戸
、
東
西
の
比
較
論
に
と
ど
ま
る
。
前
掲

幕
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訴
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の
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物

五
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山
本
論
文
。

⑺

原
史
彦
「
江
戸
詰
武
士
の
江
戸
め
ぐ
り
│
紀
州
藩
士
酒
井
伴
四
郎
日
記
を
も
と
に
│
」（
例
会
発
表
報
告
要
旨
、『
交
通
史
研
究
』
３３
、
一
九
九
四

年
）。

⑻

鈴
木
章
生
「
近
世
後
期
に
お
け
る
江
戸
名
所
め
ぐ
り
の
諸
相
」（『
交
通
史
研
究
』
３５
、
一
九
九
五
年
）。

⑼

岩
淵
令
治
「
江
戸
勤
番
武
士
の
名
所
め
ぐ
り
と
買
物
」（『
西
の
み
や
こ
東
の
み
や
こ
』、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年
）。

⑽

石
山
秀
和
「
勤
番
武
士
の
余
暇
と
行
楽
│
秋
田
藩
士
貝
塚
清
直
の
江
戸
日
記
を
事
例
に
│
」（『
酒
井
伴
史
郎
日
記
│
影
印
と
翻
刻
│
』、
東
京
都

江
戸
東
京
博
物
館
、
二
〇
一
〇
年
）。

⑾

前
掲
岩
淵
論
文
。

⑿

前
掲
原
論
文
。

⒀

高
橋
敏
『
江
戸
の
訴
訟
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）。

⒁

前
掲
鈴
木
論
文
。

⒂

高
橋
敏
「
大
原
幽
学
と
江
戸
訴
訟
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
一
七
号
、
一
九
九
八
年
）。

⒃

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
建
設
さ
れ
た
大
原
幽
学
教
団
の
拠
点
並
び
に
象
徴
で
あ
り
、
江
戸
訴
訟
で
負
け
た
後
に
、
幕
府
か
ら
取
り
壊
さ
れ

た
。
高
橋
敏
「
大
原
幽
学
と
改
心
楼
の
造
営
（
大
原
幽
学
と
性
学
教
団
）」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
五
五
集
、
二
〇
〇
四

年
）。

⒄
「
本
堅
田
村
助
郷
免
除
願
書
写
」
に
は
、「
往
古
よ
り
宿
助
郷
相
勤
め
候
儀
更
ニ
御
座
無
く
、
度
々
大
津
宿
並
び
に
助
郷
村
よ
り
差
し
村
仕
り
、
寛

延
度
已
来
数
ケ
度
、
既
ニ
嘉
永
元
申
年
十
一
月
村
柄
御
見
分
の
為
中
川
亮
平
様
、
大
木
猪
平
太
様
御
越
し
遊
ば
さ
れ
候
節
も
、
即
ち
御
由
緒
並
び

に
課
役
多
く
相
勤
め
罷
り
在
り
候
次
第
、
道
中
奉
行
久
須
美
佐
渡
守
様
え
御
歎
願
申
し
上
げ
奉
り
候
処
、
御
除
村
ニ
成
し
下
し
置
か
れ
、
是
迄
再

三
差
し
村
仕
り
候
得
共
、
当
村
の
儀
は
往
古
よ
り
数
多
御
公
役
等
相
勤
め
罷
り
在
り
候
村
方
ニ
御
座
候
得
ば
、
其
の
度
毎
前
々
の
通
り
御
除
村
ニ

成
し
下
し
置
か
れ
有
り
難
き
仕
合
わ
せ
存
じ
奉
り
居
り
候
」
と
あ
る
。『
新
修
大
津
市
史

７

北
部
地
区
』、
一
九
八
四
年
）。

⒅

堅
田
を
支
配
し
た
堀
田
氏
は
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
「
居
所
」
を
下
野
国
佐
野
に
移
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
近
江
国
内
の
飛
地
領
の
支
配

に
堅
田
に
陣
屋
を
置
い
て
い
た
。

⒆
『
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成

２
（
三
都
篇

２
）』（
学
習
研
究
社
、
一
九
七
七
年
）
に
全
文
が
翻
刻
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⒇

大
津
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
。
記
載
の
期
間
は
元
治
二
年
（
一
八
六
八
）
三
月
四
日
〜
同
年
閠
五
月
二
十
日
。
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21

詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
錦
織
た
ち
が
懇
意
に
し
て
い
た
呉
服
屋
で
あ
る
。

22
「
東
武
日
記
」
の
三
月
二
十
七
日
条

23

公
事
宿
は
馬
喰
町
・
小
伝
馬
町
に
存
在
し
た
株
仲
間
を
結
成
し
た
百
姓
宿
で
あ
る
。
公
事
人
が
出
訴
し
た
時
に
宿
泊
と
裁
判
手
続
き
の
補
助
を
提

供
す
る
御
用
の
宿
で
あ
っ
た
が
、
一
般
の
旅
人
の
宿
泊
も
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
訴
訟
が
長
引
い
た
た
め
、
長
期
間
の
宿
泊
は
禁
じ
ら
れ

た
。
塚
田
孝
「
訴
訟
と
公
事
宿
│
江
戸
浅
草
・
新
町
宿
の
事
例
か
ら
」（『
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
・
別
冊

文
献
史
料
を
読
む
・
近
世
』
朝
日
新

聞
社
、
一
九
八
九
年
）、
南
和
男
「
江
戸
の
公
事
宿
（
下
）」（『
國
學
院
雑
誌
』
六
八
巻
二
号
、
一
九
六
七
年
）。

24

羽
生
屋
藤
兵
衛
は
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
の
「
小
伝
馬
町
馬
喰
町
組
旅
人
宿
起
立
書
」（『
江
戸
商
家
・
商
人
名
デ
ー
タ
総
覧
第
五
巻
』

（
柊
風
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
））
に
よ
れ
ば
、
江
戸
の
馬
喰
町
壱
丁
目
に
存
在
し
た
公
事
宿
で
あ
る
。
天
保
十
四
年
（
一
八
四
二
）
の
「
元
三
組

江
戸
宿
名
前
」
で
も
、
元
馬
喰
町
小
伝
馬
町
組
旅
人
宿
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
馬
喰
町
壱
丁
目
」「
家
主
羽
生
屋
藤
兵
衛
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
天

保
期
以
前
に
は
馬
喰
町
三
丁
目
に
羽
生
屋
は
登
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
堀
田
家
出
入
り
の
羽
生
屋
は
、
元
旅
人
宿
仲
間
の
羽
生
屋
と
同
一
の
公
事

宿
で
あ
ろ
う
。

25

安
政
四
年
の
『
会
計
便
覧
』
に
よ
る
と
、
中
川
亮
平
は
「
牛
込
北
お
か
ち
丁
」
に
在
住
、
職
位
は
論
所
地
改
で
あ
っ
た
。
上
記
史
料
の
「
本
堅
田

村
助
郷
免
除
願
書
写
」
で
は
、
嘉
永
元
年
に
村
見
分
を
し
た
役
人
で
あ
り
、
本
堅
田
村
の
歎
願
で
も
鍵
に
な
る
重
要
な
人
物
で
あ
ろ
う
。

26

助
郷
役
免
除
は
堅
田
の
支
配
領
主
で
あ
る
佐
野
藩
に
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
藩
側
も
積
極
的
に
村
の
除
役
歎
願
を
援
助
し
た
。「
出
府
万
覚
書
」

に
渡
し
た
謝
礼
物
一
覧
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
堀
田
屋
敷
側
で
は
、
藩
主
堀
田
正
頌
を
除
い
て
、
一
番
多
く
品
物
と
金
銭
を
も
ら
っ
た
の
は
福

嶋
鋠
三
郎
で
あ
り
、
彼
は
ま
た
一
番
多
く
錦
織
ら
と
面
会
し
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
福
嶋
は
訴
訟
全
般
に
関
し
て
援
助
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

27
「
東
武
日
記
」
の
三
月
二
十
九
日
条

28

茎
田
佳
寿
子
「
内
済
と
公
事
宿
」（『
日
本
の
社
会
史

五

裁
判
と
規
範
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）、
三
四
四
頁
。

29

前
掲
茎
田
論
文
。

30

史
料
に
は
赤
阪
太
七
郎
と
も
記
載
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
赤
阪
辺
り
の
人
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
そ
れ
以
外
は
不
明
で
あ
る
。

31

公
事
宿
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
岩
城
卓
二
「
御
用
宿
」（
久
留
島
浩
編
『
シ
リ
ー
ズ
近
世
の
身
分
的
周
縁

五

支
配
を
さ
さ
え
る
人
々
』
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
の
こ
と

32

錦
織
が
大
奥
を
見
物
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
大
奥
の
男
子
禁
制
に
反
す
る
も
の
と
し
て
諸
拠
で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
肝
心
の
案
内
役
高
野
平
八
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と
い
う
老
人
の
正
体
が
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
氏
家
幹
人
『
江
戸
女
の
底
力
』（
世
界
文
化
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
前
掲
山
本
著
書
、
鈴
木
由
紀
子

『
大
奥
の
奥
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

33

大
津
宿
の
才
領
伊
之
助
と
い
う
人
物
で
あ
り
、
本
堅
田
村
を
出
発
し
た
時
か
ら
錦
織
一
行
に
同
行
し
て
い
た
。

34

案
内
物
『
江
戸
見
物
四
日
め
ぐ
り
』
で
は
馬
喰
町
を
起
点
と
す
る
東
西
南
北
方
面
別
の
四
つ
の
コ
ー
ス
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
山
本
著
書
。

二
六
│
三
〇
頁
。

35

前
掲
注
⑻
鈴
木
論
文
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
日
に
ど
こ
で
何
が
あ
る
」
と
い
う
思
考
に
基
づ
い
た
行
動
は
季
節
行
事
な
ど
を
意
識
し
た
自
発
的
な
も

の
で
あ
り
、
案
内
に
任
せ
「
今
日
は
こ
の
方
面
を
回
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
思
考
は
地
理
的
な
区
分
を
意
識
し
て
受
け
身
的
な
行
動
だ
と
言
わ
れ

て
い
る
。

36

佐
藤
清
之
丞
に
関
し
て
は
、「
佐
野
藩
記
」
の
な
か
に
、「
戊
辰
四
月
二
十
九
日
東
山
道
御
総
督
府
内
参
謀
衆
ヨ
リ
御
呼
出
状
、
朝
五
半
時
頃
藩
地

佐
野
表
ヘ
到
来
、
右
ニ
付
即
刻
用
人
佐
藤
清
左
衛
門
差
添
、
郡
奉
行
向
坂
善
左
衛
門
、
右
騎
馬
ニ
テ
乗
切
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
。『
栃
木
県
史

史
料
編

近
現
代
一
』（
栃
木
県
、
一
九
七
六
年
）
一
九
頁
。

37

錦
織
に
と
っ
て
、
佐
藤
清
之
丞
が
観
劇
趣
味
を
共
に
す
る
仲
間
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
社
交
上
の
付
き
合
い
と
し
て
単
に
観
劇
に
同
行
し
た

の
か
は
突
き
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│

幕
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訴
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